
国
際
裁
判
管
轄
の
合
意
と
新
ハ
ー
グ
管
轄
合
意
条
約
（
小
田
）

（
四
六
五
）

国
際
裁
判
管
轄
の
合
意
と
新
ハ
ー
グ
管
轄
合
意
条
約

ペ
ー
タ
ー
・
フ
ー
バ
ー

ジ
ェ
ニ
フ
ァ
ー
・
ア
ン
ト
モ

小　

田　
　
　

司　
　

訳

Ⅰ　

は
じ
め
に

Ⅱ　

ハ
ー
グ
管
轄
合
意
条
約
の
適
用
範
囲

　

１　

国
際
的
事
案

　

２　

民
事
及
び
商
事
事
件

　

３　

一
つ
の
締
約
国
の
裁
判
所
を
選
択
す
る
専
属
的
管
轄
合
意

　

４　

時
的
適
用
範
囲

Ⅲ　

管
轄
合
意
の
有
効
性

　

１　

方
式

翻
　
訳
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
四
六
六
）

　

２　

実
質
的
有
効
性

Ⅳ　

管
轄
合
意
の
実
行

　

１　

選
択
さ
れ
た
裁
判
所
の
判
決

　
　
（
１
）
管
轄
合
意
の
効
力

　
　
（
２
）
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ヴ
ィ
ニ
エ
ン
ス
法
理
の
不
適
用

　
　
（
３
）
他
の
裁
判
所
に
係
属
す
る
訴
訟
優
先
原
則
の
不
適
用

　

２　

締
約
国
に
お
け
る
他
の
裁
判
所
の
判
決
─
管
轄
裁
判
所
の
管
轄
を
排
除
す
る
効
力

Ⅴ　

判
決
の
承
認
及
び
執
行

　

１　

選
択
さ
れ
た
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
の
承
認

　

２　

他
の
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
の
承
認

Ⅵ　

お
わ
り
に

Ⅰ　

は
じ
め
に

二
〇
〇
五
年
六
月
三
〇
日
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
は
ハ
ー
グ
管
轄
合
意
条
約
を
採
択
し
た
（
１
）

。
こ
の
条
約
は
、
国
際
裁
判
管
轄
合
意
の

有
効
性
と
実
効
性
、
並
び
に
判
決
の
執
行
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

管
轄
合
意
条
約
は
、
間
も
な
く
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
管
轄
合
意
条
約
三
一
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
条
約
は
二
番
目
の

締
約
国
に
よ
る
条
約
の
批
准
な
い
し
条
約
へ
の
加
入
後
三
ヶ
月
の
期
間
の
満
了
に
よ
り
発
効
す
る
（
２
）

。
二
〇
〇
七
年
九
月
二
六
日
に
、
メ
キ

シ
コ
が
最
初
の
国
家
と
し
て
ハ
ー
グ
管
轄
合
意
条
約
に
加
入
し
た
（
３
）

。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
二
〇
〇
九
年
一
月
一
九
日
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連

一
一
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国
際
裁
判
管
轄
の
合
意
と
新
ハ
ー
グ
管
轄
合
意
条
約
（
小
田
）

（
四
六
七
）

合
は
二
〇
〇
九
年
四
月
一
日
に
条
約
に
署
名
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
に
よ
る
条
約
の
署
名
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
を
除
く
す
べ
て
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
連
合
締
約
国
に
対
し
て
効
力
を
有
す
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
は
、
ま
だ
条
約
を
批
准
し
て
い
な

い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
に
よ
る
条
約
の
批
准
は
、
管
轄
合
意
条
約
に
と
っ
て
一
挙
に
大
き
な
政
治
的
・
経
済
的
な

意
義
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
批
准
さ
れ
た
時
に
は
、
地
球
上
の
巨
大
な
経
済
圏
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
が
管
轄
合
意
条
約
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
。

管
轄
合
意
条
約
の
こ
の
よ
う
な
成
果
は
、
条
約
採
択
に
至
る
ま
で
の
過
去
の
経
緯
か
ら
は
と
て
も
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

実
際
に
は
、
二
〇
〇
五
年
の
管
轄
合
意
条
約
は
妥
協
し
得
た
最
小
限
の
解
決
策
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
長
い
間
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
に
は
大
西
洋
横
断
的
な
司
法
摩
擦
を
残
す
衝
突
が
存
在
す
る
た
め
（
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
法
の
寛
容
な
管
轄
原
因
、
な

い
し
プ
レ
・
ト
ラ
イ
ヤ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ヴ
ァ
リ
ー
）、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
（
４
）

を
手
本
と
し
て
管
轄
及
び
判
決
の
執
行
に
関
し
全
世
界
に
及
ぶ

一
般
的
条
約
を
作
成
す
る
と
い
う
壮
大
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、
妥
協
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
５
）

。

日
本
は
条
約
交
渉
の
際
に
と
り
わ
け
積
極
的
、
か
つ
重
要
な
役
割
を
演
じ
（
６
）

、
管
轄
合
意
条
約
に
関
す
る
「
報
告
書
」
が
ト
レ

ヴ
ァ
ー
・
ハ
ー
ト
レ
イ
教
授
と
共
に
道
垣
内
正
人
教
授
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
日
本
の
視
点
か
ら
も
管
轄
合
意
条
約
は
と
り

わ
け
興
味
深
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

Ⅱ　

ハ
ー
グ
管
轄
合
意
条
約
の
適
用
範
囲

ハ
ー
グ
管
轄
合
意
条
約
は
、
国
際
的
な
事
案
の
場
合
に
、
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
専
属
的
管
轄
合
意
に
適
用
さ
れ
る
。

一
一
一



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
四
六
八
）

１
　
国
際
的
事
案

管
轄
合
意
条
約
一
条
一
項
は
、
国
際
的
な
事
案
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
。
い
か
な
る
場
合
が
国
際
的
事
案
で
あ
る
か
に
つ
い

て
は
、
管
轄
の
領
域
と
判
決
の
承
認
・
執
行
の
領
域
に
関
し
、
異
な
っ
た
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
。

管
轄
合
意
条
約
一
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
が
同
一
の
締
約
国
に
居
住
し
、
か
つ
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
決
定
的
要
素
が
そ
の
国
に

の
み
関
連
し
て
い
る
場
合
を
除
き
（
た
だ
し
、
合
意
さ
れ
た
裁
判
所
の
所
在
地
は
問
わ
な
い
）、
裁
判
管
轄
の
問
題
の
場
合
に
は
、
事
案
は
原
則

と
し
て
国
際
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
７
）

。

外
国
判
決
の
承
認
・
執
行
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
承
認
ま
た
は
執
行
が
求
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
管
轄
合
意
条
約
一
条
三
項
に
よ

り
事
案
は
国
際
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
判
決
の
承
認
・
執
行
の
際
に
は
、
管
轄
合
意
条
約
八
条
一
項
に
よ
り
他
の
締
約
国
の
裁

判
所
が
下
し
た
判
決
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
８
）

。

２
　
民
事
及
び
商
事
事
件

管
轄
合
意
条
約
は
、
原
則
と
し
て
民
事
及
び
商
事
事
件
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
９
）

。
し
か
し
、
消
費
者
が
契
約
当
事
者
で
あ
る
場
合

に
は
適
用
さ
れ
な
い
（
管
轄
合
意
条
約
二
条
一
項
ａ
）。
す
な
わ
ち
、
純
粋
な
企
業
間
取
引
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
（
い
わ
ゆ
る
企
業
対

企
業
の
ケ
ー
ス
（
１０
）

）。

一
定
の
契
約
類
型
は
、
管
轄
合
意
条
約
二
条
二
項
に
よ
っ
て
条
約
の
適
用
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
管
轄
合
意
条
約
二
条
四
項
は
、
仲

裁
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
例
外
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
他
、
締
約
国
は
管
轄
合
意
条
約
二
一
条
に
基
づ
い
て
宣
言
を
す
る

可
能
性
を
有
し
、
こ
の
宣
言
に
よ
り
特
定
の
法
領
域
を
条
約
の
適
用
範
囲
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
管
轄
合
意
条
約

一
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国
際
裁
判
管
轄
の
合
意
と
新
ハ
ー
グ
管
轄
合
意
条
約
（
小
田
）

（
四
六
九
）

二
条
三
項
は
、
本
条
約
二
条
二
項
あ
る
い
は
二
一
条
に
よ
っ
て
除
外
さ
れ
た
事
項
が
先
決
問
題
と
し
て
、
あ
る
い
は
異
議
に
基
づ
い
て
の

み
生
じ
、
訴
訟
の
目
的
で
は
な
い
場
合
に
、
こ
の
条
約
の
適
用
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
な
い
こ
と
を
規
定
す
る
。
そ
の
際
、
管
轄
合
意
条
約

一
〇
条
一
項
に
よ
る
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
こ
の
条
約
に
よ
っ
て
は
承
認
及
び
執
行
さ
れ
な
い
。

３
　
一
つ
の
締
約
国
の
裁
判
所
を
選
択
す
る
専
属
的
管
轄
合
意

管
轄
合
意
条
約
一
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
こ
の
条
約
は
専
属
的
管
轄
合
意
に
つ
い
て
の
み
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
１１
）

。
し
か
し
、
管
轄
合

意
条
約
三
条
ｂ
は
、
専
属
性
を
認
め
る
た
め
の
推
定
規
定
を
置
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
が
明
示
的
に
別
段
の
定
め
を
し
な
い
限

り
、
管
轄
合
意
は
専
属
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
１２
）

。
こ
の
推
定
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
（
二
三
条
一
項
二
文
）
に
基
づ
く
法
状
況
に
対

応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
法
状
況
に
応
じ
る
も
の
で
は
な
い
（
１３
）

。

管
轄
合
意
は
、
一
つ
の
締
約
国
に
所
在
す
る
裁
判
所
（
１４
）

を
管
轄
裁
判
所
と
宣
言
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
管
轄
合
意
条
約
三
条
）。

こ
の
要
件
は
、
必
要
な
締
約
国
間
の
関
係
を
確
立
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
我
々
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
当
事
者
が
一
つ
の
締
約

国
に
住
所
あ
る
い
は
営
業
所
を
有
し
て
い
る
か
否
か
は
重
要
で
な
い
。

４
　
時
的
適
用
範
囲

管
轄
合
意
条
約
は
、
合
意
さ
れ
た
裁
判
所
の
所
属
国
に
つ
い
て
そ
の
効
力
が
生
じ
た
時
よ
り
後
に
締
結
さ
れ
た
専
属
的
管
轄
合
意
に
適

用
さ
れ
る
。
そ
の
他
、
訴
訟
は
受
訴
裁
判
所
所
属
国
に
つ
い
て
管
轄
合
意
条
約
の
効
力
が
生
じ
た
時
よ
り
後
に
提
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
管
轄
合
意
条
約
一
六
条
）。

一
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
四
七
〇
）

Ⅲ　

管
轄
合
意
の
有
効
性

１
　
方
式

管
轄
合
意
の
方
式
は
、
管
轄
合
意
条
約
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
管
轄
合
意
条
約
三
条
ｃ
は
、
合
意
が
書
面
ま
た
は
後
に
参
照
し

得
る
情
報
を
残
す
他
の
通
信
手
段
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
後
に
参
照
可
能
な
手
段
と
は
、
例
え
ば

E
-M

ail

、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
並
び
に
い
わ
ゆ
るclick w

rap agreem
ents （

１５
）

の
よ
う
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
同
意
等
を
意
味
す
る
（
１６
）

。

２
　
実
質
的
有
効
性

実
質
的
有
効
性
に
関
し
て
、
管
轄
合
意
条
約
三
条
ｄ
は
、
管
轄
合
意
が
他
の
契
約
上
の
条
項
と
は
独
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
管
轄
合
意

の
有
効
性
は
主
た
る
契
約
が
有
効
で
は
な
い
と
い
う
理
由
の
み
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

国
際
売
買
契
約
が
管
轄
合
意
を
含
む
場
合
に
、
売
買
契
約
の
有
効
性
と
管
轄
合
意
の
有
効
性
は
、
原
則
上
、
互
い
に
独
立
し
て
審
査
さ
れ

る
。
他
の
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
、
売
買
契
約
が
無
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
管
轄
合
意
は
有
効
で
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

ア
メ
リ
カ
法
上
の
独
立
性
原
則
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
二
三
条
に
基
づ
く
法
状
況
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ

る
（
１７
）

。し
か
し
、
こ
の
主
た
る
契
約
と
管
轄
合
意
を
分
離
す
る
原
則
は
、
管
轄
合
意
の
有
効
性
が
売
買
契
約
と
分
離
し
て
審
査
さ
れ
る
こ
と
の

み
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
審
査
が
い
か
な
る
法
律
に
よ
り
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
答
え
る
も
の

で
は
な
い
。
具
体
的
に
は
、
と
り
わ
け
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
管
轄
合
意
が
有
効
に
締
結
さ
れ
た
か
否
か
、
あ
る
い

一
一
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国
際
裁
判
管
轄
の
合
意
と
新
ハ
ー
グ
管
轄
合
意
条
約
（
小
田
）

（
四
七
一
）

は
意
思
の
瑕
疵
が
存
在
す
る
か
否
か
に
つ
き
、
い
か
な
る
契
約
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
内
国
の
法
秩
序
に

お
い
て
は
、
こ
の
問
題
に
つ
き
頻
繁
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
と
り
わ
け
二
つ
の
可
能
性
が
考
慮
さ
れ
る
。
第
一
に
、
主
た
る

契
約
の
規
律
に
付
随
的
に
連
結
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
管
轄
合
意
の
有
効
性
は
主
た
る
契
約
の
有
効
性
と
同
様
に
、

同
一
の
契
約
法
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
（
１８
）

。
第
二
に
、
管
轄
合
意
に
つ
い
て
は
、
主
た
る
契
約
と
は
独
立
し
て
最
も
密
接
な
連
結
点
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
通
常
、
管
轄
合
意
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
裁
判
所
の
所
属
国
の
契
約
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。ハ

ー
グ
管
轄
合
意
条
約
は
、
た
と
え
複
雑
な
方
法
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
管
轄
合
意
の
取
扱
い
に
関

す
る
諸
規
定
か
ら
、
次
の
こ
と
が
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
締
約
国
の
関
係
す
る
す
べ
て
の
裁
判
所
は
、
合
意
さ
れ
た
裁
判
所
の
所
在
地
に

お
い
て
基
準
と
な
る
法
律
に
よ
り
管
轄
合
意
の
有
効
性
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
管
轄
合
意
条
約
五
条
一
項
、
六
条
ａ
及
び
九
条
ａ
参

照
（
１９
）

）。
支
配
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
抵
触
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
受
訴
裁
判
所
の
所
属
国
の
契
約
法
が
直

接
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
受
訴
裁
判
所
の
所
属
国
の
抵
触
法
に
よ
っ
て
管
轄
合
意
の
有
効
性
に
適
用
可
能
な
契
約
法
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
（
２０
）

。

例
え
ば
、
東
京
地
裁
（
日
本
は
条
約
締
約
国
で
あ
る
）
を
管
轄
裁
判
所
と
す
る
専
属
的
管
轄
合
意
が
締
結
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
他
の

締
約
国
の
す
べ
て
の
裁
判
所
は
日
本
の
国
際
私
法
（
抵
触
法
）
に
よ
っ
て
管
轄
合
意
の
有
効
性
を
規
定
す
る
法
律
に
よ
り
そ
の
有
効
性
を

判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
日
本
の
契
約
法
で
あ
り
得
る
が
、
必
ず
し
も
日
本
の
契
約
法
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
日
本
の
抵
触
法
が
管
轄
合
意
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
法
律
を
適
用
す
る
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
ド
イ
ツ
の
抵
触
法
に
お
い
て
は
、
お

も
に
主
た
る
契
約
（
例
え
ば
、
管
轄
合
意
を
含
む
売
買
契
約
）
を
規
律
す
る
法
律
に
付
随
的
に
連
結
さ
せ
る
（
２１
）

。
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
四
七
二
）

我
々
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
と
も
か
く
管
轄
合
意
条
約
が
実
質
的
有
効
性
の
問
題
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
歓
迎
す
べ

き
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
２２
）

。
少
な
く
と
も
、
ま
ず
合
意
さ
れ
た
裁
判
所
の
所
属
国
の
法
律
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
し
か

し
、
合
意
さ
れ
た
裁
判
所
の
所
属
国
の
抵
触
法
を
基
準
と
す
る
の
で
は
な
く
、
直
接
的
に
準
拠
実
質
法
、
す
な
わ
ち
合
意
さ
れ
た
裁
判
所

の
所
属
国
の
契
約
法
を
基
準
と
す
る
こ
と
が
、
よ
り
適
切
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
管
轄
合
意
条
約
が
選
択

し
た
抵
触
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
条
約
の
中
に
管
轄
合
意
の
準
拠
法
に
関
す
る
内
国
の
抵
触
法
上
の
問
題
点
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
管
轄
合
意
が
主
た
る
契
約
と
同
様
に
、
同
一
の
法
律
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
べ
き
か
、
同
一
の
法
律
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
べ
き
で

な
い
と
す
れ
ば
、
管
轄
合
意
は
い
か
な
る
国
と
最
も
密
接
な
関
連
を
有
す
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。

Ⅳ　

管
轄
合
意
の
実
行

実
務
に
お
い
て
、
管
轄
合
意
を
可
能
な
限
り
効
果
的
に
実
行
す
る
た
め
に
、
管
轄
合
意
条
約
は
様
々
な
裁
判
所
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る

三
つ
の
鍵
と
な
る
規
定
を
置
い
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
次
の
こ
と
が
妥
当
す
る
。
合
意
さ
れ
た
裁
判
所
は
、
自
己
に
管

轄
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
管
轄
合
意
条
約
五
条
）。
他
の
締
約
国
の
す
べ
て
の
裁
判
所
は
、
自
己
に
管
轄
が
な
い
こ
と

を
宣
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
管
轄
合
意
条
約
六
条
）、
合
意
さ
れ
た
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
は
、
他
の
す
べ
て
の
締
約
国
に
お
い
て
承

認
・
執
行
さ
れ
る
（
管
轄
合
意
条
約
八
条
）。
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国
際
裁
判
管
轄
の
合
意
と
新
ハ
ー
グ
管
轄
合
意
条
約
（
小
田
）

（
四
七
三
）

１
　
選
択
さ
れ
た
裁
判
所
の
判
決

（
１
）
管
轄
合
意
の
効
力

選
択
さ
れ
た
裁
判
所
は
、
管
轄
合
意
条
約
五
条
一
項
に
よ
り
、
管
轄
合
意
が
無
効
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
自
己
の
管
轄
を
肯
定
し
、
事

件
に
つ
き
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
管
轄
合
意
が
有
効
か
否
か
の
問
題
は
、
既
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
合
意
さ
れ
た
裁
判
所
の
所
属

国
の
抵
触
法
に
よ
り
基
準
と
さ
れ
る
法
律
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
（
２３
）

。
さ
ら
に
、
受
訴
裁
判
所
が
当
然
に
管
轄
合
意
条
約
三
条
ｃ
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
方
式
の
遵
守
に
つ
い
て
審
査
す
る
。
そ
の
他
、
管
轄
合
意
条
約
五
条
三
項
ａ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
選
択
さ
れ
た
裁
判
所

所
属
国
の
事
物
管
轄
に
関
す
る
規
定
に
よ
っ
て
管
轄
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
裁
判
所
は
裁
判
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ヴ
ィ
ニ
エ
ン
ス
法
理
の
不
適
用

管
轄
合
意
条
約
五
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
合
意
さ
れ
た
裁
判
所
は
、
他
の
締
約
国
の
裁
判
所
が
事
件
に
つ
い
て
裁
判
す
べ
き
で
あ
る
と
の

理
由
に
よ
り
管
轄
権
の
行
使
を
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
英
米
法
上
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ヴ
ィ
ニ
エ
ン
ス
理
論
の

意
味
で
の
裁
量
的
余
地
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
２４
）

。

け
れ
ど
も
、
管
轄
合
意
条
約
一
九
条
に
の
み
、
補
足
的
に
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ヴ
ィ
ニ
エ
ン
ス
の
法
理
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
い
ず
れ
の
国
も
、「
合
意
さ
れ
た
裁
判
所
が
所
在
す
る
と
い
う
点
を
除
き
、
自
国
と
当
事
者
あ
る
い
は
紛
争
と
の
間
に
関

連
性
が
な
い
場
合
に
は
」、
自
国
の
裁
判
所
が
紛
争
に
つ
き
裁
判
す
る
必
要
が
な
い
旨
の
宣
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ

ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ヴ
ィ
ニ
エ
ン
ス
の
法
理
は
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
対
す
る
譲
歩
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ヴ
ィ
ニ
エ
ン
ス
の
留
保
を
完
全
に
禁
止
し
た
場
合
に
は
、
管
轄
合
意
条
約
が
批
准
さ
れ
な
い
こ
と
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
四
七
四
）

を
恐
れ
た
た
め
で
あ
る
（
２５
）

。

さ
ら
な
る
例
外
は
、
管
轄
合
意
条
約
五
条
三
項
ｂ
か
ら
生
じ
得
る
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
管
轄
合
意
条
約
五
条
一
項
及
び
二
項
は
、

締
約
国
内
の
裁
判
所
の
間
で
の
裁
判
管
轄
の
分
配
に
関
す
る
規
定
に
影
響
を
与
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
、
選
択
さ
れ
た
裁
判
所
所
属
国
の
法
律
が
そ
の
よ
う
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
選
択
さ
れ
た
裁
判
所
は
自
国
の
他
の
裁

判
所
に
事
件
を
移
送
す
る
可
能
性
を
有
す
る
（
２６
）

。

（
３
）
他
の
裁
判
所
に
係
属
す
る
訴
訟
優
先
原
則
の
不
適
用

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
に
お
け
る
の
と
は
異
な
り
、
管
轄
合
意
条
約
に
よ
れ
ば
、
ど
の
裁
判
所
に
最
初
に
訴
訟
が
係
属
し
た
か
、
と
い

う
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
（
２７
）

。
た
と
え
、
他
の
裁
判
所
に
お
い
て
同
一
事
件
に
つ
き
訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
合
意
さ
れ

た
裁
判
所
が
管
轄
を
有
し
、
管
轄
合
意
条
約
五
条
一
項
に
よ
り
訴
訟
手
続
を
追
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
管
轄
合
意
条
約

は
、
先
に
開
始
さ
れ
た
訴
訟
手
続
が
優
先
さ
れ
る
と
す
る
厳
格
な
優
先
原
則
に
基
づ
く
先
に
係
属
す
る
訴
訟
優
先
の
原
則
を
認
め
て
い
な

い
（
２８
）

。こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
り
、
管
轄
合
意
条
約
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
重
要
な
問
題
点
の
一
つ
を
回
避
し
て

い
る
。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
は
そ
の
二
七
条
に
お
い
て
、
非
常
に
厳
格
、
か
つ
形
式
的
な
優
先
原
則
を
定
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
最
初

に
開
始
さ
れ
た
訴
訟
手
続
が
、
─
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
専
属
管
轄
の
場
合
を
除
き
─
、
常
に
優
先
す
る
。“G

asser ”

事
件
に
お
け

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
最
初
に
係
属
し
た
事
件
が
専
属
的
管
轄
合
意
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
専
属
的
管
轄
合
意
に

基
づ
き
後
訴
裁
判
所
に
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
二
七
条
の
優
先
原
則
が
妥
当
す
る
と
さ
れ
て
い

一
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国
際
裁
判
管
轄
の
合
意
と
新
ハ
ー
グ
管
轄
合
意
条
約
（
小
田
）

（
四
七
五
）

る
（
２９
）

。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
の
枠
組
に
お
い
て
は
、
他
の
締
約
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
提
訴
す
る
こ
と
に
よ
り
、
専
属
的
管
轄
合
意
の
定

め
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
最
初
に
提
訴
さ
れ
た
締
約
国
の
裁
判
所
が
自
己
の
管
轄
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
、
合
意
さ
れ
た

締
約
国
の
裁
判
所
は
訴
訟
手
続
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
初
に
提
訴
さ
れ
た
締
約
国
の
裁
判
所
が
、
例
え
ば
専
属
的
管
轄
合
意

を
無
効
と
み
な
す
こ
と
に
よ
り
、
自
己
に
管
轄
が
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
場
合
に
は
、
合
意
さ
れ
た
裁
判
所
は
訴
え
を
不
適
法
と
し
て
却

下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
状
況
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
当
事
者
が
し
ば

し
ば
専
属
的
管
轄
合
意
に
反
し
て
、
訴
訟
係
属
期
間
の
長
い
他
の
締
約
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
提
訴
を
試
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
３０
）

。
こ

の
よ
う
な
方
法
に
よ
り
、
合
意
さ
れ
た
裁
判
所
で
の
訴
訟
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
の
局

面
で
は
、
目
下
、
厳
格
な
優
先
原
則
に
つ
い
て
の
改
正
が
検
討
さ
れ
て
い
る
（
３１
）

。
管
轄
合
意
条
約
の
下
で
は
、
最
初
に
開
始
さ
れ
た
訴
訟
が

優
先
さ
れ
る
と
す
る
厳
格
な
優
先
原
則
が
存
在
し
な
い
た
め
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
に
お
け
る
問
題
を
広
い
範
囲
で
回
避
し
て
い
る
（
３２
）

。

２
　
締
約
国
に
お
け
る
他
の
裁
判
所
の
判
決
―
管
轄
裁
判
所
の
管
轄
を
排
除
す
る
効
力

管
轄
合
意
条
約
は
、
締
約
国
の
裁
判
所
に
対
し
て
専
属
的
管
轄
合
意
に
基
づ
く
厳
格
な
管
轄
の
排
除
効
を
定
め
て
い
る
。
合
意
さ
れ
た

裁
判
所
以
外
の
裁
判
所
に
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
本
案
に
つ
き
裁
判
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な

く
、
訴
訟
手
続
を
停
止
す
る
か
、
訴
え
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
管
轄
合
意
条
約
六
条
）。
管
轄
合
意
条
約
六
条
に
お
い
て
列
挙
さ

れ
て
い
る
例
外
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
、
他
の
裁
判
所
を
専
属
と
す
る
管
轄
合
意
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
手
続
を
行
う

こ
と
が
許
さ
れ
る
（
３３
）

。
そ
の
よ
う
な
例
外
と
は
、
次
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

第
一
に
、
管
轄
合
意
が
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
管
轄
裁
判
所
の
管
轄
を
排
除
す
る
効
力
は
認
め
ら
れ
な
い
（
３４
）

。
管
轄
合
意
が
無
効
か
否
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
四
七
六
）

か
は
、
選
択
さ
れ
た
裁
判
所
の
所
属
国
の
抵
触
法
に
よ
り
適
用
し
得
る
法
律
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
り
、
選
択

さ
れ
た
裁
判
所
と
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
所
が
管
轄
合
意
の
有
効
性
を
同
一
の
法
律
に
よ
り
判
断
す
る
こ
と
が
確
保
さ
れ
る
。
こ
の
こ

と
に
よ
り
、
通
常
、
積
極
的
な
い
し
消
極
的
な
管
轄
に
関
す
る
争
い
が
回
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
３５
）

。

第
二
に
、
当
事
者
が
管
轄
合
意
を
締
結
す
る
能
力
、
例
え
ば
行
為
能
力
を
欠
く
場
合
に
も
、
管
轄
裁
判
所
の
管
轄
を
排
除
す
る
効
力
は

認
め
ら
れ
な
い
（
管
轄
合
意
条
約
六
条
ｂ
）。
管
轄
合
意
条
約
六
条
ｂ
が
明
示
す
る
よ
う
に
、
行
為
能
力
の
問
題
は
他
の
場
合
と
異
な
り
、

選
択
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
所
（
受
訴
裁
判
所
）
の
所
属
国
の
法
律
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
抵
触
法
が
顧
慮
さ
れ
る
が
、
そ
の

結
果
、
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
所
の
所
属
国
の
抵
触
法
に
よ
り
適
用
し
得
る
法
律
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
３６
）

。
こ
の
こ
と
は
、
結
果

と
し
て
当
事
者
が
行
為
能
力
を
欠
く
こ
と
の
危
険
か
ら
二
重
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判

所
は
当
事
者
が
選
択
さ
れ
た
裁
判
所
の
所
属
国
の
法
律
に
よ
り
適
用
し
得
る
法
律
、
あ
る
い
は
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
所
の
所
属
国
の

法
律
に
よ
り
適
用
し
得
る
法
律
に
よ
り
行
為
能
力
を
欠
く
場
合
に
、
裁
判
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
（
３７
）

。

第
三
に
、
管
轄
合
意
を
実
行
す
る
こ
と
が
受
訴
裁
判
所
所
属
国
の
公
序
に
反
す
る
か
、
あ
る
い
は
明
ら
か
な
不
正
義
（
３８
）

を
も
た
ら
す
場
合

に
、
管
轄
裁
判
所
の
管
轄
を
排
除
す
る
効
力
は
認
め
ら
れ
な
い
。
実
務
上
、
こ
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
は
稀
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

第
四
に
、
訴
訟
手
続
が
合
意
さ
れ
た
裁
判
所
に
お
い
て
追
行
し
得
な
い
ケ
ー
ス
に
つ
き
、
次
の
二
つ
の
例
外
事
由
が
置
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
合
意
さ
れ
た
裁
判
所
が
訴
訟
手
続
の
実
施
を
拒
否
す
る
場
合
、
特
別
な
事
情
に
よ
り
訴
訟
手
続
の
実
施
が
妨
げ
ら
れ
る
場
合

（
例
え
ば
、
内
乱
等
）
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
裁
判
の
拒
絶
を
予
防
す
る
の
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
（
３９
）

。

一
一
一



国
際
裁
判
管
轄
の
合
意
と
新
ハ
ー
グ
管
轄
合
意
条
約
（
小
田
）

（
四
七
七
）

Ⅴ　

判
決
の
承
認
及
び
執
行

管
轄
合
意
条
約
は
、
合
意
さ
れ
た
裁
判
所
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
判
決
の
承
認
及
び
執
行
に
関
し
て
寛
容
な
規
定
を
置
い
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
、
合
意
さ
れ
た
裁
判
所
以
外
の
他
の
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
の
承
認
及
び
執
行
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

１
　
選
択
さ
れ
た
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
の
承
認

管
轄
合
意
条
約
に
基
づ
き
専
属
的
管
轄
合
意
（
４０
）

に
よ
り
選
択
さ
れ
た
締
約
国
の
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
は
、
原
則
と
し
て
他
の
締
約
国
に

お
い
て
承
認
さ
れ
、
執
行
さ
れ
る
（
管
轄
合
意
条
約
八
条
一
項
）。
判
決
の
承
認
・
執
行
は
、
条
約
に
お
い
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
事
由
に

よ
っ
て
の
み
拒
否
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
（
４１
）

。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
に
お
け
る
の
と
は
異
な
り
、
こ
れ
は
拒
否
事
由
の
構
成
要
件
を
満
た

す
場
合
に
、
裁
判
所
が
判
決
の
承
認
・
執
行
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
裁
量
規
定
で
あ
り
、
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
（
４２
）

。

管
轄
合
意
条
約
に
お
い
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
拒
否
事
由
は
、
次
の
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
承
認
国
の
裁
判
所
が
、
管
轄
合
意
の
有
効
性
に
つ
い
て
審
査
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
適
用
し
得
る
法
律
（
準
拠
法
）
に
関

し
、
こ
こ
で
は
判
決
手
続
に
お
け
る
の
と
同
一
の
法
律
が
適
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
則
と
し
て
受
訴
裁
判
所
の
所
属
国
の
抵
触
法
に

よ
り
適
用
し
得
る
法
律
が
適
用
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
承
認
国
の
裁
判
所
が
、
当
事
者
の
行
為
能
力
に
つ
い
て
承
認
国
の
抵
触
法
に
よ
っ
て

適
用
し
得
る
法
律
に
よ
り
審
査
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
（
管
轄
合
意
条
約
九
条
ａ
及
び
ｂ
）。

第
二
に
、
訴
訟
手
続
を
開
始
す
る
際
の
法
的
審
問
請
求
権
に
対
す
る
侵
害
が
判
決
承
認
の
拒
否
事
由
と
さ
れ
て
い
る
（
管
轄
合
意
条
約

一
一
一
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四
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八
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九
条
ｃ
）。

第
三
に
、
公
序
違
反
、
並
び
に
こ
れ
に
類
似
す
る
二
つ
の
事
由
、
す
な
わ
ち
訴
訟
詐
欺
（
管
轄
合
意
条
約
九
条
ｄ
）
と
懲
罰
的
損
害
賠
償

請
求
に
対
す
る
防
御
（
管
轄
合
意
条
約
一
一
条
）
が
判
決
承
認
の
拒
否
事
由
と
さ
れ
て
い
る
。

第
四
に
、
判
決
の
承
認
は
、
判
決
の
抵
触
が
生
じ
る
場
合
に
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
外
国
判
決
が
内
国
判
決
と
抵
触
す

る
場
合
（
管
轄
合
意
条
約
九
条
ｆ
）、
さ
ら
に
外
国
判
決
が
先
に
下
さ
れ
た
他
の
外
国
判
決
と
抵
触
す
る
場
合
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後
者
の

場
合
に
は
、
承
認
国
に
お
け
る
承
認
要
件
を
具
備
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
管
轄
合
意
条
約
九
条
ｇ
）。

こ
れ
に
対
し
、
判
決
の
本
案
に
関
す
る
審
査
は
許
さ
れ
な
い
（
実
質
的
再
審
査
の
禁
止
）（
管
轄
合
意
条
約
八
条
二
項
）。

２
　
他
の
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
の
承
認

管
轄
合
意
条
約
八
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
寛
容
な
判
決
の
承
認
規
定
は
、
合
意
さ
れ
た
裁
判
所
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
判
決
に
つ
い
て
の

み
適
用
さ
れ
る
。
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
は
、
他
の
締
約
国
の
承
認
規
定
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
国
に
お
い
て
承
認
・

執
行
さ
れ
る
（
４３
）

。
こ
の
こ
と
は
、
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
所
が
管
轄
合
意
条
約
六
条
に
違
反
す
る
場
合
に
も
妥
当
す
る
（
４４
）

。

こ
の
よ
う
な
法
状
況
で
は
、
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
所
の
判
決
が
同
一
の
請
求
原
因
に
つ
き
先
に
下
さ
れ
、
承
認
国
の
内
国
法
に
よ

り
承
認
要
件
を
具
備
す
る
場
合
に
は
、
合
意
さ
れ
た
裁
判
所
の
判
決
の
承
認
を
管
轄
合
意
条
約
九
条
ｇ
に
よ
り
拒
否
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
り
、
専
属
的
管
轄
合
意
の
保
護
が
実
務
的
帰
結
に
お
い
て
弱
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
判

決
が
下
さ
れ
た
時
期
と
は
関
係
な
し
に
、
合
意
さ
れ
た
裁
判
所
の
判
決
を
優
先
す
る
の
が
適
切
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

一
一
一



国
際
裁
判
管
轄
の
合
意
と
新
ハ
ー
グ
管
轄
合
意
条
約
（
小
田
）

（
四
七
九
）

Ⅵ　

お
わ
り
に

ハ
ー
グ
管
轄
合
意
条
約
は
、
国
際
的
管
轄
合
意
に
関
し
て
現
代
的
で
よ
く
機
能
す
る
規
定
を
置
い
て
い
る
。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
と

の
比
較
で
は
、
管
轄
を
有
し
な
い
裁
判
所
に
お
い
て
先
に
提
訴
す
る
こ
と
に
よ
る
専
属
的
管
轄
合
意
の
回
避
を
明
確
に
阻
止
し
て
い
る
こ

と
が
、
特
に
歓
迎
す
べ
き
点
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
判
決
承
認
の
場
面
で
専
属
的
管

轄
合
意
の
保
護
を
よ
り
効
果
的
に
構
成
し
得
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
き
、
批
判
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

我
々
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
可
能
な
限
り
多
く
の
国
が
ハ
ー
グ
管
轄
合
意
条
約
に
加
入
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
国

際
的
経
済
活
動
の
中
心
領
域
に
法
的
安
定
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
１
） 

管
轄
合
意
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
。
こ
れ
は
、http://w

w
w

.hcch.net

で
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
参
照
し
た
の
は
、
二
〇
〇
九

年
六
月
一
八
日
（
以
下
、H

G
Ü

と
す
る
）。

（
２
） 

あ
る
い
は
、
受
諾
ま
た
は
承
諾
。
管
轄
合
意
条
約
二
七
条
二
項
及
び
四
項
参
照
。

（
３
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、G

on
záles d

e C
astilla d

el V
alle in １３ S

w
. J. L

. &
 T

rade A
m

. 

（S
outhw

estern Journal of L
aw

 and 

T
rade in the A

m
ericas

） （２００６

）, ３７

の
論
文
を
参
照
。

（
４
） 

民
事
及
び
商
事
事
件
に
関
す
る
裁
判
管
轄
並
び
に
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
の
理
事
会
規
則
（
以
下
、

E
uG

V
O

と
す
る
）。

（
５
） 

ハ
ー
グ
管
轄
合
意
条
約
概
要
、
二
〇
〇
八
年
九
月
（
以
下
、O

utline

と
す
る
）, S

. １; H
eß IP

R
ax 

（P
raxis des Internationalen P

rivat- 

一
一
一
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本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
四
八
〇
）

und V
erfahrensrechts

） ２０００, ３４２ 

（３４３

）; v. M
eh

ren IP
R

ax ２０００, ４６５ 

（４６６ ff.

）.
（
６
） 

W
agn

er R
abelsZ

 

（R
abels Z

eitschrift für ausländisches und internationales P
rivatrecht

） ７３ 

（２００９

）, １００ 

（１０５

）
参
照
。

（
７
） 
居
住
は
、
管
轄
合
意
条
約
四
条
二
項
に
お
い
て
定
義
さ
れ
、
管
轄
合
意
条
約
四
条
二
項
ａ
か
ら
ｄ
に
お
い
て
選
択
的
に
次
の
四
つ
の
要
素
、
す

な
わ
ち
所
在
地
、
設
立
準
拠
法
、
中
央
統
括
地
、
業
務
の
中
心
地
に
関
連
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
企
業
の
所
在
地
に
関
す
る
英
米
法
と
大

陸
法
に
よ
る
定
義
の
相
違
は
一
つ
の
規
律
に
統
一
さ
れ
た
。E

ich
el R

IW
 

（R
echt der Internationalen W

irtschaft

） ２００９, ２８９ 

（２９３ F
n 

７１

）; H
artley/

D
ogau

ch
i, E

xplanatory R
eport on the ２００５ H

ague C
hoice of C

ourt A
greem

ent, R
n １１９ 

参
照
。

（
８
） 

W
agn

er R
abelsZ

 ７３ 

（２００９

）, １００ 

（１１２

）.

（
９
） 

「
民
事
及
び
商
事
事
件
」
の
概
念
は
、
自
主
的
に
解
釈
さ
れ
る
。H

artley/
D

ogau
ch

i R
n ４９; 

批
判
的
な
の
は
、B

erlin ３ B
.Y

.U
. Int ’l L

. 

&
 M

gm
t. R

ev. 

（B
righam

 Y
oung U

niversity International L
aw

 &
 M

anagem
ent R

eview

） （２００６

）, ４３.

（
１０
） 

そ
れ
と
対
照
的
に
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
二
三
条
は
、
企
業
と
消
費
者
を
区
別
し
て
い
な
い
。 S

ch
ack, Internationales 

Z
ivilverfahrensrecht, ５. A

ufl. ２０１０, R
n ４７０ 

参
照
。

（
１１
） 

管
轄
合
意
条
約
三
条
ａ
に
よ
れ
ば
、
一
つ
の
締
約
国
の
裁
判
所
ま
た
は
一
つ
の
締
約
国
の
一
つ
も
し
く
は
複
数
の
特
定
の
裁
判
所
を
選
択
し
、

他
の
す
べ
て
の
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
権
を
排
除
す
る
二
当
事
者
間
あ
る
い
は
複
数
当
事
者
間
の
合
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
１２
） 

H
artley/

D
ogau

ch
i R

n １０４; E
ich

el R
IW

 ２００９, ２８９

（２９４

）
参
照
。

（
１３
） 

そ
の
概
要
に
つ
い
て
は
、E

ich
el R

IW
 ２００９, ２８９ 

（２９２ f.

）; d
ers., A

G
B

-G
erichtsstandsklauseln im

 deutsch-am
erikanischen 

H
andelsverkehr, ２００７, S

. １３９ – ２２０ und ２２９ f.; Yackee ５３ D
uke L

.J. 

（D
uke L

aw
 Journal

） （２００３

）, １１７９ 

（１１９４

） 

参
照
。

（
１４
） 

あ
る
い
は
、
複
数
の
裁
判
所
。

（
１５
） „ C
lick w

raps“ 

と
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
画
面
上
に
現
れ
、
相
手
方
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
見
る
か
、
あ
る
い
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
あ
る
製

品
を
購
入
す
る
前
に
、
一
般
取
引
約
款
に
同
意
さ
せ
る
た
め
、
相
手
方
に
対
し
て
「
同
意
」
ボ
タ
ン
の
ク
リ
ッ
ク
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。

B
ru

ce ３２ B
rook. J. Int ’l L

. 

（B
rooklyn Journal of International L

aw
） （２００７

）, １１０３ 

（１１０５ F
n １４

）
参
照
。

（
１６
） 

H
artley/

D
ogau

ch
i R

n １１２; W
agn

er R
abelsZ

 ７３ 

（２００９

）, １００ 

（１１８

）; R
ü

h
l IP

R
ax ２００５, ４１０ 

（４１１

）.

一
一
一



国
際
裁
判
管
轄
の
合
意
と
新
ハ
ー
グ
管
轄
合
意
条
約
（
小
田
）

（
四
八
一
）

（
１７
） 

W
agn

er R
abelsZ

 ７３ 

（２００９

）, １００ 

（１１７

）; K
roph

oller, E
uropäisches Z

ivilprozessrecht, ８. A
ufl. ２００５, A

rt. ２３ E
uG

V
O

 R
n ２８; 

E
uG

H
 ３.７.１９９７, R

s. C
-２６９/９５ 

（B
enincasa/D

entalkit

）, S
lg. １９９７, I-３７６７, ３７８９

参
照
。

（
１８
） 
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
圧
倒
的
多
数
の
見
解
で
あ
る
。
例
え
ば
、B

G
H

 ２４.１１.１９９８ N
JW

 

（N
eue Juristische W

ochenschrift

） 

１９８９, １４３１; M
üK

o/ P
atzin

a 

（M
ünchener K

om
m

entar zur Z
ivilprozessordnung, B

and １, ３. A
ufl. ２００８

） 

§ ３８ R
n ２７ f. 

参
照
。

（
１９
） 

W
agn

er R
abelsZ

 ７３ 

（２００９

）, １００ 

（１１７

）.

（
２０
） 

H
artley/

D
ogau

ch
i, R

n １２５, １４６; W
agn

er R
abelsZ

 ７３ 

（２００９

）, １００ 

（１１９, １２２

）
参
照
。

（
２１
） 

例
え
ば
、B

G
H

 ２４.１１.１９９８ N
JW

 １９８９, １４３１; M
üK

o/ P
atzin

a 

§ ３８ R
n ２７ f. 

参
照
。

（
２２
） 

そ
の
よ
う
な
観
点
、
例
え
ば
合
意
、
行
為
能
力
、
悪
意
欺
罔
あ
る
い
は
不
法
な
脅
迫
な
ど
に
関
す
る
真
の
実
体
法
上
の
調
和
は
、
と
り
わ
け

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
そ
の
利
益
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
達
成
し
得
な
い
。W

agn
er R

abelsZ
 ７３ 

（２００９

）, １００ 

（１１７

）.

（
２３
） 

H
artley/

D
ogau

ch
i R

n １２５. 
管
轄
合
意
の
無
効
は
、
と
り
わ
け
悪
意
欺
罔
、
錯
誤
、
公
序
良
俗
違
反
、
行
為
能
力
の
欠
缺
に
よ
り
生
じ
得

る
。R

ü
h

l IP
R

ax ２００５, ４１０ 

（４１３
）; T

alpis １３ S
w

. J. L
. &

 T
rade A

m
. 

（２００６

）, １ 

（１９

）
参
照
。

（
２４
） 

例
え
ば
、O

utline, S
. ２; S

ch
u

lz ７ Y
b.P

IL
 

（Y
earbook of P

rivate International L
aw

） （２００５

）, １ 

（９

）; W
agn

er R
abelsZ

 ７３ 

（２００９

）, １００ 

（１１０

）; E
ich

el R
IW

 ２００９, ２８９ 
（２９２, ２９５

）; F
ricke V

ersR
 

（V
ersicherungsrecht

） ２００６, ４７６ 

（４８０

）; H
artley E

.L
.. R

ev. 

（E
uopean L

aw
 R

eview

） ２００６, ３１ 

（３

）, ４１４ 

（４１６
）
参
照
。

（
２５
） 

S
ch

u
lz ７ Y

b.P
IL

 

（２００５

）, １ 

（１３

）; W
agn

er R
abelsZ

 ７３ 

（２００９

）, １００ 

（１１９

）
参
照; 

管
轄
合
意
条
約
一
九
条
の
存
在
に
批
判
的
な
の

は
、T

alpis １３ S
w

. J. L
. &

 T
rade A

m
. 

（２００６

）, １ 

（２０
）. 
管
轄
合
意
条
約
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
管
轄
合
意
条
約
一
条
二
項
に
よ
り
国
際
的
な

事
案
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
の
で
、
管
轄
合
意
条
約
一
九
条
の
留
保
の
意
味
を
過
大
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、W

agn
er 

R
abelsZ

 ７３ 

（２００９

）, １００ 

（１２０

） 

参
照
。

（
２６
） 

B
ru

ce  ３２ B
rook. J. Int ’l L

. 

（２００７

）, １１０３ 

（１１１１ F
n ３６

） ; T
ate ６９ U

. P
itt. L

. R
ev. 

（U
niversity of P

ittsburgh L
aw

 R
eview

） 

（２００７

）, １６５ 

（１７６

）.

（
２７
） 

例
え
ば
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
三
〇
条
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
管
轄
合
意
条
約
に
お
い
て
訴
訟
係
属
の
時
期
は
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ

一
一
一



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
三
号
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
）

（
四
八
二
）

れ
は
法
廷
地
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
２８
） 

W
agn

er R
abelsZ

 ７３ 

（２００９

）, １００ 

（１１０, １１９

）; H
artley/

D
ogau

ch
i R

n ３; v. M
eh

ren, A
dj. A

uth. in P
riv. Int ’l. L

. 

（A
djucatory 

A
uthority in P

rivate International L
aw

: A
 C

om
parative S

tudy; T
he H

ague A
cadem

y of International L
aw

 M
onographs, V

ol. ５, 

２００７
）, S

. ３６３ f., ３７３; H
artley E

.L
.. R

ev. ２００６, ３１ 

（３

）, ４１４ 

（４１６

）.

（
２９
） E

uG
H

 ９.１２.２００３ 

（G
asser/M

IS
A

T

） IP
R

ax ２００４, ２４３ 

及
び v. M

eh
ren, A

dj. A
uth. in P

riv. Int ’l L
., S

. ３０１ ff.

の
解
説; 

S
ch

ü
tze, A

usgew
ählte P

roblem
e des internationalen Z

ivilprozessrechts, ２００６, S
. １９２ f. 

参
照
。

（
３０
） 

そ
の
よ
う
な
事
例
と
し
て
、E

uG
H

 IP
R

ax ２００４, ２４３. 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、K

roph
oller A

rt. ２７ E
uG

V
O

 R
n ２１

参
照
。

M
an

kow
ski IP

R
ax ２００９, ２３ 

（２４

）
は
、
そ
の
よ
う
な
法
状
況
に
批
判
的
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
は
立
法
技
術
的
に
正
当
で
あ
る
と

の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

（
３１
） D

as G
reen

 P
aper on

 th
e R

eview
 of C

ou
n

cil R
egu

lation
 

（E
C

） N
o44/

2001 on
 J

u
risd

iction
 an

d
 th

e R
ecogn

ition
 an

d
 

E
n

forcem
en

t of Ju
d

gem
en

ts in
 C

ivil an
d

 C
om

m
ercial M

atters der K
om

m
ission 

（２１.４.２００９

）, C
O

M
２００９ １７５ final, S

. ６ f.

参
照
。

（
３２
） 

し
か
し
、
優
先
原
則
は
間
接
的
に
管
轄
合
意
条
約
に
お
い
て
も
あ
る
一
定
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
判
決
の
承
認
の
場
面
に

お
い
て
で
あ
る
。
管
轄
合
意
条
約
九
条
ｇ
に
よ
れ
ば
、
判
決
の
承
認
が
求
め
ら
れ
て
い
る
国
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
要
件
を
具
備
す

る
判
決
が
同
一
の
当
事
者
間
で
同
一
の
訴
訟
原
因
に
関
し
て
先
に
下
さ
れ
た
場
合
に
は
、
判
決
の
承
認
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
３３
） O

utline, S
. ２.

（
３４
） 

我
々
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
所
も
管
轄
合
意
の
方
式
の
要
件
（
管
轄
合
意
条
約
三
条
ｃ
）
を
具
備
す
る
か
否
か
に
つ
き

審
査
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

（
３５
） 

S
ch

u
lz ７ Y

b.P
IL

 

（２００５

）, １ 

（１０

）; W
agn

er R
abelsZ

 ７３ 

（２００９
）, １００ 

（１２２

）.

（
３６
） 

H
artley/

D
ogau

ch
i R

n １５０. 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
争
い
が
あ
る
。W

agn
er R

abelsZ
 ７３ 

（２００９

）, １００ 

（１２２, F
n １２０

）
に
挙
げ
ら
れ
て

い
る
文
献
を
参
照
。

（
３７
） 

こ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
好
ま
し
か
ら
ざ
る
二
重
の
裁
判
管
轄
権
を
生
じ
さ
せ
得
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
一
方
で
選
択
さ
れ
た
裁
判

一
一
一



国
際
裁
判
管
轄
の
合
意
と
新
ハ
ー
グ
管
轄
合
意
条
約
（
小
田
）

（
四
八
三
）

所
が
管
轄
合
意
条
約
五
条
一
項
に
基
づ
き
そ
の
所
属
国
の
法
律
に
従
い
両
当
事
者
に
行
為
能
力
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
合
意
を
有
効

と
判
断
し
、
他
方
で
他
の
裁
判
所
が
管
轄
合
意
条
約
六
条
ｂ
に
基
づ
き
そ
の
所
属
国
の
法
律
に
従
い
当
事
者
の
一
方
に
行
為
能
力
が
欠
け
て
い
る
と

判
断
し
た
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
両
裁
判
所
は
自
己
に
管
轄
が
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。R

ü
h

l IP
R

ax ２００５, ４１０ 

（４１３ F
n ６０

）
参
照
。

（
３８
） 

こ
れ
は
、
第
一
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
対
す
る
譲
歩
で
あ
る
。W

agn
er R

abelsZ
 ７３ 

（２００９

）, １００ 

（１２２

）
参
照
。

（
３９
） 

S
ch

u
lz ７ Y

b.P
IL

 

（２００５

）, １ 

（１０

）; W
agn

er R
abelsZ

 ７３ 

（２００９

）, １００ 

（１２３

）
も
参
照
。

（
４０
） 

締
約
国
は
、
専
属
的
管
轄
合
意
に
基
づ
か
な
い
判
決
で
あ
っ
て
も
、
管
轄
合
意
条
約
二
二
条
に
よ
り
互
い
に
こ
の
判
決
を
承
認
及
び
執
行
す
る

旨
の
宣
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
４１
） O

utline, S
. ２.

（
４２
） 

H
artley/

D
ogau

ch
i R

n １８２ F
n ２１８

参
照
。

（
４３
） 

W
agn

er R
abelsZ

 ７３ 

（２００９
）, １００ 
（１２４ f.

）
参
照
。

（
４４
） 

E
ich

el R
IW

 ２００９, ２８９ 

（２９５

）; T
eitz ５３ A

m
. J. C

om
p. L

. 

（A
m

erican Journal of C
om

parative L
aw

） （２００５

）, ５４３ 

（５５４

）.

【
付
記
】

本
稿
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
（
マ
イ
ン
ツ
）
大
学
教
授
ペ
ー
タ
ー
・
フ
ー
バ
ー
博
士
が
、
平
成
二
一
年
一
〇
月
二
日
に
日

本
大
学
法
学
部
に
お
い
て
行
っ
た
特
別
講
演
の
内
容
に
加
筆
・
修
正
し
た
論
文
の
邦
訳
で
あ
る
。
こ
の
論
文
（Internationale 

G
erichtsstandsvereinbarungen und das neue H

aager Ü
bereinkom

m
en

）
は
、
フ
ー
バ
ー
教
授
と
ア
ン
ト
モ
助
手
の
共
著
と
し
て
、
日
本

大
学
法
学
部
欧
文
機
関
誌C

om
parative L

aw
 ２０１０, V

ol. ２７, S
. １２３ ff. 

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
の
翻
訳
を
快
諾
し
て
下
さ
っ

た
フ
ー
バ
ー
教
授
、
ア
ン
ト
モ
助
手
に
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

一
一
一




